
令和７年 12月 23日            

 

 関西広域連合長 三日月 大造  

 

 「令和７年度 防災庁関西拠点設置等に関する啓発動画の制作業務」に関し、公募型

企画提案競技（プロポーザル方式）により委託業務の受託者を選定しますので、次のと

おり公告します。 

記 

 

１ 趣旨 

国の令和 8年度中の防災庁設置と地方防災拠点の検討方針を踏まえ、大規模災害で首

都機能が麻痺した場合でも日本全体の防災体制を維持するため、防災庁関西拠点設置の

必要性を訴える啓発動画を制作する。さらに、国民が災害時に適切な行動を取れるよう、

南海トラフ地震臨時情報発表時の対応や自分でできる帰宅困難者対策を視覚的にわか

りやすく解説する啓発動画を作成し、防災展示会や各種媒体で広く発信することで、防

災意識の向上を図る。 

 

２ 対象業務 

（１）業務名称 

「令和７年度 防災庁関西拠点設置等に関する啓発動画の制作業務」 

 

（２）業務内容 

   今回の委託の業務内容は別添１の「令和７年度 防災庁関西拠点設置等に関する

啓発動画の制作業務」委託仕様書の通りです。 

 

（３）委託上限額 

１，２００千円以内（消費税及び地方消費税の額を含む） 

 

（４）委託期間 

   契約締結日から令和 8年３月 31日（火）まで 

  

３ 応募資格 

  本委託業務における受託者募集に参加できる者は、業務の趣旨を十分に理解し、円

滑に遂行できる、次に掲げる要件をすべて満たす者とします。 

（１）他の参加者に、協力会社等として重複参加しないこと 

（２）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない

者であること 

（３）国税及び地方税を滞納していない者であること 

（４）民事再生法（平成 11年法律第 225号）の規定による再生手続開始の申立て、

会社更生法（平成 14年法律第 154号）の規定による更生手続開始の申立て、又

は破産法（平成 16年法律第 75号）の規定による破産手続開始の申立てが行われ



ている者でないこと 

（５）銀行の取引停止又は差押えを受けていない者であること 

（６）役員に法律行為を行う能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び禁固以

上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か

ら５年を経過しない者がいる法人でないこと 

（７）「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成３年法律第 77号）

第２条第２号に規定する暴力団でないこと 

（８）暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）若し

くは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制の下にある

法人でないこと 

（９）上記（７）及び（８）並びにそれらの構成員（以下「暴力団等」という。）の

利益となる活動（暴力団等と取引をし、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど積極的に暴力団等の維持運営に協力し、又は関与することをいう。以下同じ。）

を行う法人でないこと 

（10）役員等（役員及び経営に事実上参加している者。以下同じ。）が暴力団等の利

益となる法人 

（11）役員等が暴力団等社会的に不適切な交友関係（相手方が暴力団等であることを

知りながら、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするような交友関係をいう。）

を継続的に有している法人でないこと 

（12）宗教又は政治活動を主たる目的とする団体でないこと 

（13）構成、デザイン、内容等において、質の高い動画の制作が出来ること 

（14）事業の実施にあたり、関西広域連合事務局との打合せなどに適切に対応できること 

（15）業務内容について、守秘義務を遵守できること 

 

４ 失格事項 

 応募者が次のいずれかに該当する場合は、失格とします。 

（１）上記３の応募資格に定めた資格が備わっていないとき 

（２）複数の提案書等を提出したとき 

（３）提出のあった提案書等が様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合せ

ずその補正に応じないとき 

（４）提出書類の虚偽又は不正があったとき 

（５）提案書等受付期限までに所定の書類が整わなかったとき 

（６）そのほか不正な行為があったとき 

 

５ 申請の手続き等 

（１）問い合わせ先 

   担当部署：関西広域連合 広域防災局 広域企画課 

   担当者：櫻井、白坂 

   住 所：兵庫県神戸市中央区下山手通５-10-１ 災害対策センター２F 

連絡先 TEL：078-362-9278  FAX：078-362-9839 

   電子メール：bousai@kouiki-kansai.jp 



（２）業務委託仕様書等の配布 

① 配布期間 

令和７年 12 月 23日（火）から令和８年 1月 21日（水）まで 

 

   ② 配布場所 

    ア インターネットからのダウンロード 

      関西広域連合ホームページにおいて、掲載します。 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ：http://www.kouiki-kansai.jp/ 

 

    イ 事務所での配布 

関西広域連合広域防災局（詳細は上記５（１）のとおり）においても、上

記アと同様の公告及び業務委託仕様書、様式集を紙ベースで配布します。 

ただし、受付は午前９時から正午まで、午後１時から午後５時までとし、

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律で定められた休日を除きます。 

 

（３）質問の受付及び回答方法 

① 質問受付期間 

令和７年 12 月 23日（火）から令和８年 1月６日（火）まで 

 

② 受付方法 

質問書（様式第１号）に質問事項を記入のうえ、下記提出先まで FAX又は電

子メールにて送付してください。 

【提出先】関西広域連合 広域防災局 広域企画課 

FAX：078-362-9839 

電子メール：bousai@kouiki-kansai.jp 

  

  ③ 提出物及び提出部数 

     質問書（様式第１号）・・・・１部 

 

④ 提出方法 

     持参、FAX 又は電子メール 

     ※ FAX、電子メールの場合、送信後に提出先に電話（TEL078-362-9278）に

より着信の確認をして下さい 

 

⑤ 回答方法 

質問に関する回答は、関西広域連合ホームページへの掲載により回答します。 

（令和８年１月９日（金）に掲載予定、ホームページには令和８年１月 21日

(水）まで掲載します。ただし、関係者などへの確認を要する質問等については、

期限までに回答できないこともありますので、その場合は、期限までに回答で

きない旨掲載を行います。) 

    ただし、広域連合のホームページに掲載することが適当ではない資料等につ

http://www.kouiki-kansai.jp/


いては、関西広域連合広域防災局執務室（兵庫県災害対策センター２F）におい

て、閲覧に供します。 

 

（４）応募登録の受付 

   本企画提案競技の申請を行うには、必ず下記①の受付期間に事前応募登録を行

う必要があります。 

   事前応募登録を行わなかった者は、企画提案申請を行うことができません。 

 

① 応募登録受付期間  

令和７年 12 月 23日（火）から令和８年 1月 14日（水）午後５時までに必着

のこと 

 

② 応募登録方法  

応募登録しようとする者は、下記④の提出書類に必要事項を記入し、持参又

は簡易書留郵便により下記③の提出先に申し込んでください。 

ただし、持参する場合の受付は午前９時から正午まで、午後１時から午後５

時までとし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律で定められた休日を除

きます。 

 

③ 提出先 

関西広域連合 広域防災局 広域企画課 

（住 所）〒650-8567 

兵庫県神戸市中央区下山手通５-10-１ 兵庫県災害対策センター２F 

（連絡先）TEL：078-362-9278 FAX：078-362-9839 



 

④ 応募登録のための提出書類及び部数 

番号 提出書類 部数 電子ﾃﾞｰﾀ 

１ 様式第２号 応募登録書 １  

２ 様式第３号 法人等の概要 １ 〇 

３ 添付書類 ＜法人の場合＞ 

(ｱ) 法人パンフレット等 

 

＜団体の場合＞ 

(ｱ) 団体パンフレット等 

各１  

 

⑤  応募登録提出後の参加辞退 

参加辞退書（様式第４号）に記名、押印の上、下記期限までに原本を 1部

提出してください。 

【期限】 

令和８年１月 21日（水） 午後５時まで 

ただし、持参する場合は、午前９時から正午まで、午後１時から午後５時

までとし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律で定められた休日を除

きます。 

【提出先】 

関西広域連合 広域防災局 広域企画課 

（住 所）〒650-8567  

兵庫県神戸市中央区下山手通５-10-１ 兵庫県災害対策センター２F 

     【提出方法】 

持参又は郵送 

※ 郵送の場合は簡易書留等受け渡しが確実な方法によるものとし、受付

期間内必着とします。 

 

（５）企画提案申請書の提出 

   ① 受付期間 

応募登録提出後（同時提出も可）～令和８年１月 21日（水）午後５時まで 

ただし、受付は午前９時から正午まで、午後１時から午後５時までとし、

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律で定められた休日を除きます。 

 

【提出先】  

関西広域連合 広域防災局 広域企画課  

（住 所）〒650-8567  

兵庫県神戸市中央区下山手通５-10-１ 兵庫県災害対策センター２F 



   ② 提出書類及び部数 

番号 提案申請提出書類 部数 電子ﾃﾞｰﾀ 

１ 様式第５号 企画提案申請書 １0  

２ 様式第６号 誓約書 １0  

３ 様式第７号 役員一覧表 １0 ○ 

４ 様式第８号 本業務の実施体制 １0 ○ 

５ 様式第９号 類似業務の実績 

（直近 3カ年の類似業務の公共機関等か

らの業務受託実績及びその概要） 

１0 ○ 

６ 様式第 10号 事業計画書 １0 〇 

７ 様式第 11号 見積書 

・関西広域連合長あて、団体代表者の記

名押印を行うこと 

・詳細の見積内訳、積算根拠を添付する

こと 

１0 ○ 

８ 添付 

書類 

＜法人、課税対象の団体の場合＞ 

(ｱ) 法人登記簿謄本 

（履歴事項全部証明書） 

(ｲ) 定款、寄附行為又は規約等 

(ｳ) 組織体制図 

(ｴ) 直近の事業報告書 

(ｵ) 直近の事業計画書 

(ｶ) 法人税、消費税、特別地方消費税、

都道府県税及び市町村税にかかる税

を証明する書類等（最新年度から過

去３ヵ年分） 

(ｷ) 様式第９号に挙げた業務受託実績

にかかる委託契約書の写し 

 

＜非課税の団体の場合＞ 

(ｱ) 定款、寄附行為又は規約等 

(ｲ) 組織体制図 

(ｳ) 直近の事業報告書 

(ｴ) 直近の事業計画書 

(ｵ)  様式第９号に挙げた業務受託実績

にかかる委託契約書の写し 

 

各１0  

    ※10部中、9 部は写しで可。 



※ 提案申請に必要な「８ 添付書類」の「（カ）法人税、消費税、特別地方消

費税、都道府県税及び市町村税にかかる納税を証明する書類等（最新年度か

ら過去３ヵ年分）」については下記のものを提出してください。 

・ 法人税、消費税及び特別地方消費税については、納税証明書（その１又

はその３の３）を所管の税務署で交付を受けた原本を添付してください。 

・ 都道府県税については、関西広域連合管内に事業所を有する法人は、関

西広域連合構成府県税の納税証明書（未納又は滞納がないことを証明する

書類も可）を所管の府県税事務所で交付を受けた原本を添付してください。 

なお、関西広域連合管内に事業所を有しない法人は、本社所在地の都道

府県税の納税証明書原本（未納又は滞納がないことを証明する書類も可）

を添付してください。 

・ 市町村税については、関西広域連合管内に事業所を有する法人は、関西

広域連合管内の事業所が所在する市町村税の納税証明書原本（未納又は滞

納がないことを証明する書類も可）を添付してください。 

なお、関西広域連合管内に事業所を有しない法人は、本社所在地の市区

町村の納税証明書原本（未納又は滞納がないことを証明する書類も可）を

添付してください。 

   ③ 提出方法   持参又は郵送 

※ 郵送の場合は簡易書留等受け渡しが確実な方法によるものとし、受付期間

必着とします。 

 

６ 受託者の選定 

（１）受託候補者選定委員会（以下、委員会）において、提案内容を評価することとし、

委員会は非公開とします。 

（２）評価基準は以下の通りです。 

   ①業務実績及び実施体制 

同種または類似業務の実績の有無、実施体制 

②企画提案 

構成・ストーリー、デザイン・ビジュアル性、内容の充実度 

③見積額 

適切な経費となっているか 

④その他 

業務遂行にあたっての創意工夫 等 

（３）必要に応じ、提案書に関するヒアリングを行うことがあります。その場合、別途、

日時及び場所等を連絡します。 

（３）選定結果の通知 

① 委員会の結果を踏まえて、関西広域連合広域防災局が受託候補者を決定します。 

② 応募者が１者の場合でも、受託候補者の決定を行います。 

③ 選定結果のいかんに関わらず、速やかに参加各社宛に書面で選定結果を通知し

ます。 

④ 選定に対する異議申し立ては一切受け付けません。 



 

７ 契約の締結 

（１）受託候補者選定後の契約手続きにおいて、関西広域連合広域防災局と受託候補者

は、業務の細目について協議を行い、協議が整った場合には、委託契約書を締結し

ます。 

なお、協議に際しては、公募条件の変更を伴う交渉は行わないこととします。ま

た、関西広域連合広域防災局は必要に応じて受託候補者の提案に対し修正を求める

ことができ、受託候補者はこの求めに対し協議に応じなければならないものとしま

す。 

（２）契約締結まで至らなかった場合は、関西広域連合広域防災局は受託候補者を除く

応募者のうち、評価基準に基づく評価の高い者から順に契約交渉を行うことができ

ることとし、（１）の契約が不調に終わった場合は、次に評価の高かった者と交渉

するものとします。 

（３）契約内容は、別紙業務委託仕様書及び受託候補者の提案書の内容を踏襲するもの

としますが、協議の上変更する場合があります。 

（４）契約に当たっては、契約書は関西広域連合広域防災局が作成し、受託候補者に提

示します。 

（５）関西広域連合広域防災局の承認を得なければ、契約に係る義務の履行の第三者へ

の再委託、契約に係る権利の第三者への譲渡及び契約に係る義務の第三者への継承

はできないものとします。 

（６）受託者は秘密保持の義務を負うこととし、業務に従事している者は、業務に際し

て知り得た秘密を他に漏らし、又は、自己の利益のために利用してはならず、本業

務が終了した後も同様とします。 

（７）受託者は個人情報を適切に管理・保護することとし、それに必要な措置を講じる

こととします。 

 

８ 契約保証金の扱い 

委託契約の締結に際し、契約金額の 100 分の５以上の額以上の金額を契約保証金と

して契約締結日までに納付頂きます。 

ただし、次に掲げる場合は、契約保証金を免除します。 

ア 保険会社との間に関西広域連合を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、

その保険証書を契約保証金に代えて提出した場合。 

イ 過去２年間に国、地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を３回以

上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した実績のある者であって、

この契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合。 

その他、契約保証金の扱いは、関西広域連合財務規則の規定に基づき、対応します。 

【関西広域連合財務規則 抜粋】 

（契約保証金） 

第 99 条 地方自治法施行令第 167条の 16の規定による契約保証金の額は、契約金額の 100 

分の５以上の額とし、契約締結の際に納入し、契約履行後一定の期間内に返還する旨及び

当該保証金については利息を付けない旨を契約しなければならない。ただし、単価により



契約を行うものについては、契約の目的となる給付の種類、数量、期間等に応じて別の定

めをすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部を

免除し、又は一部を減額して契約を締結することができる。 

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に広域連合を被保険者とする履行保証保険契約を締

結し、当該保険証書が提出されたとき。 

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 

(3) 地方自治法施行令第 167 条の５第１項及び第 167 条の 11 第２項の規定により定め

られた資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去２年間に国（公社

又は公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を３回（工

事又は製造に係る契約で契約金額が 1000万円以上のものについては２回）以上締結し、

これらをすべて誠実に履行しており、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがない

と認められるとき。 

 

（以下省略） 

 

３ 第 81 条の規定は、第１項に規定する契約保証金についてこれを準用する。ただし、債

務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、広域連合長が確実と認める金融機

関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27年法律第 184 号）

第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証を付したときは、契約

保証金に代わる担保の提供が行われたものとみなす。 

 

（保証金に代わる担保） 

第 81 条 前条に規定する入札保証金の納付は、次に掲げる有価証券の提供をもって代える

ことができる。 

(1) 国債又は地方債 

(2) 日本政府の保証する債券 

(3) 銀行又は広域連合長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 

(4) 銀行又は広域連合長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書した

手形 

(5) 銀行又は広域連合長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 

 

９ 委託金額の支払い 

（１） 本契約にかかる前払金の支払いは行いません。また、部分払いも行いません。 

（２） 委託金額の支払いにあたっては、委託者が受託者から提出された業務委託実績

報告書の確認を行い、業務完了を認めてから１カ月以内に委託金額の精算払いを

行います。 

 

10 著作権 

本業務により制作される成果物の所有権、著作権は関西広域連合に帰属するものと

する。ただし、成果物に受注者または第三者の著作物が含まれている場合、当該著作



物（当該著作物を改編したものを含む。）の著作権は、従前からの著作権者に帰属する

ものとするが、関西広域連合は、本業務の成果品等を利用するために必要な範囲にお

いて、これを無償で利用できるものとし、受注者はその為に必要な著作権処理を行う

ものとする。 

 

11 その他 

（１）この企画提案競技への参加に係る経費は、事業者の負担とします。また、提出さ

れた企画提案書等は返却しません。 

（２）企画提案書等の提出後の変更は一切認めません。 

（３）選定結果として提案書等を提出した者の名称、評価結果の概要等の情報公開を行

う場合があること及び情報公開請求に応じて提案書等の情報開示を行う場合があ

ることをあらかじめご承知おきください。 

（４）関西広域連合広域防災局が提供する資料は、提案に関する検討以外の目的で使用

することを禁じます。また、この検討の目的の範囲内であっても。広域防災局の了

承を得ることなく、第三者に対して、これを使用させたり、又は内容を提示するこ

とを禁じます。 

（５）企画提案申請書並びに契約手続きで使用する言語・通貨は日本語・日本国通貨と

します。 

（６）その他、詳細は別添１の「業務委託仕様書」によるものとします。 

 

12 受託者選定スケジュール 

時期 内容 

令和７年 12月 23 日（火） 

～令和８年１月 21日（水） 

公募関係公告等資料の配布 

令和７年 12月 23 日（火） 

～令和８年１月６日（火） 

質問の受付 

令和８年１月９日（金） 

～令和８年１月 21日（水） 

質問への回答公開（関西広域連合のホー

ムページで公開） 

令和７年 12月 23 日（火） 

～令和８年１月 14日（水） 

応募登録の受付 

 

応募登録提出後（同時提出も可） 

～令和８年１月 21日（水） 

提案申請の受付 

 

  令和８年１月下旬～２月上旬 受託候補者選定委員会 

  令和８年２月上旬 選定結果通知 

受託候補者と契約に向けて協議 

    通知後速やかに 契約締結、業務委託開始 

 



 

13 別添資料 

別添 1…「令和７年度 防災庁関西拠点設置等に関する啓発動画の制作業務」委託仕様書 

別添 2…「令和７年度 防災庁関西拠点設置等に関する啓発動画の制作業務」委託公募型企

画提案競技 様式集 

別添 3…内閣府「南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン」（令和７年８月改訂） 

別添 4…「関西広域帰宅困難者等対策ガイドライン」（令和７年４月改訂） 

 

 

 

 

 


